
 

 

保護者各位 
丸亀フットボールクラブ 

理事長 奥田 孝彦 
 

入会の栞
しおり

 
 

お子様を入会させる際にはこの栞
しおり

をよくお読みいただき、保護者としてご納得の上で「体験入会

届」及び「誓約書」にご記入ください。 
 
 

【クラブの活動と技術育成指導及びクラブ組織について】 
 
 
丸亀フットボールクラブ（以下、丸亀 FC という）は、「少年達の人格を尊重し、丈夫な身体を造

り育てる」ことを育成理念として結成された団体です。会員とその保護者（育成会員）および技術

指導者によって構成されており、育成会員と技術指導者が役割を分担して会員を育てていきます。 
指導の内容は、サッカーの特質である「勇気」「知恵」「ボールコントロール」を教え、ボディー

バランス、状況判断、そしてサッカーの楽しさを習得させます。 
 指導者に当たられる方々の多くは、ボランティアで活動していることを理解いただき、育成会員

の皆様もクラブ運営のためご協力願います。 
 また、丸亀FCは、令和３年度にJr.ユースを立ち上げ継続的な指導ができるクラブとなりました。

U6 の「キッズ」では、サッカーの体験期間とし、原則どなたでも入会できます。サッカーが楽し

く好きになることで、練習を安易に休まなくなるよう指導しています。U７～12 の「ジュニア」で

は、サッカーに真摯に取り組み、すべての原因を自分に向けて考える選手にする期間として、選手

登録をして活動します。U13～15 の「Jr.ユース」では、セレクションによって入団を決定しますが、

サッカーだけでなく多感な時期に人間としての成長も同時に育み自立した選手となる期間としてい

ます。 

1. キッズ入会希望者は健康状態を申告して下さい。（心臓を患った事があるか、現在スポーツ活

動に参加して異常をきたさないか、止血、皮下出血の体質はないかなど） 

2. サッカー場と自宅間の往復路に対する交通安全への配慮、交流会など市外、県外への自家用車

で移動する場合の安全運転と事故発生時の相互理解。 

3. 競技中および練習中の事故はスポーツ安全協会傷害保険を適用します。指導者や相手チームか

らの賠償は求められません。そのため、スポーツ安全保険の適用範囲での対応とします。 
 
子どもたちがこのスポーツ活動を通じて自己を表現し協調性を高め、心身ともに丈夫に育ってく

れますよう指導者と育成会が相互理解のもとにクラブ活動を支えていきたいと思います。 
 

以上 



 

 

活動の内容 
 
丸亀ＦＣでは、次の方法で活動しております。 
① 月会費及びカテゴリー別練習日程・場所 
カテゴリー 本部会費 

（月額） 
火 水 木 金 日 

18㉚～20 18㉚～20 18㉚～20 18㉚～20 8～10 
キッズ U６ 1,000円     土器川Ｄ 
ジュニア 

 
U7 2,000円     土器川Ｄ 
U8 ３,000円   飯山運  土器川Ｇ 
U9 ４,000円 飯山運  飯山運  土器川Ｆ 

U10 ４,000円 飯山運  飯山運  土器川Ｆ/Ｂ 
U11 ４,000円 飯山運  飯山運  土器川Ｅ/Ｃ 
U12 ４,000円 飯山運 Ｊﾌｯﾄ 飯山運  土器川Ｅ 

Jr.ユース U13～15 ８,000円 飯山運 飯山運  飯山運 ９～11 
土器川 A 

 （飯山運：飯山総合運動公園多目的） 
・年会費及び実費（登録費（選手登録の場合）及び保険代）の他、カテゴリー毎の活動費（遠

征費など）が必要です。 
・基本技術の習得のためクーバーまたは、アンチョリスタの入会も推奨しています。 

 
② 遠征回数の目安 
宿泊遠征が U-12 位から月１回程度あります。 
 

③ 選手の成長に合わせたカテゴリー分け 
＊ジュニアからは、トップチームで活動することもあります（所謂飛び級制度）。 
これは、選手の成長に合わせ、年齢に関係なく活動することです。 
 

④ U-8 からの課題（リフティング等） 
サッカーが好きで、自ら進んで練習する選手を育てるため課題を設定しています。丸亀Ｆ

Ｃは、もっと上手くなりたいと頑張る選手に対し、協力する組織です。このことにご理解

いただけない選手（保護者）には、退団していただく場合があります。 
達成時期 設定課題など 

Ｕ－８終了時まで リフティング１０回以上 
Ｕ－９終了時まで リフティング５０回以上 
Ｕ－１０終了時まで ヘディングでのリフティング１０回以上 
その他全学年においてジンガステップ及びお勧めフェイントを習得していただきます。 
 

⑤ 活動継続の検討 
サッカーの楽しみを知っていただく導入として U６から選手を受け入れていますが、丸

亀フットボールの方針（考え方・技術・体力）での活動が難しい選手・保護者につきまし

ては、特にジュニアへの昇格時期において活動の継続についてクラブ内で検討し、退団し

ていただく場合があります。 


